
最低制限価格制度及び低入札調査制度の見直し 

 

〔改正時期〕令和４年７月１以降に公告又は指名通知を行う入札案件から適用する 

 

１ 調査基準価格（最低制限価格）の算定基準の見直し  

(1) 対象工事 松前町が発注する建設工事 

(2) 見直しの内容 

   

改正前  改正後 

直接工事費、共通仮設費、 

現場管理費及び器費については 

変更なし 

 

 

 

一般管理費×０．５５  一般管理費×０．６８ 

 


